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議案番号 議　　　案　　　名 議決結果
総務教育常任委員会

1

「気仙沼市市税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることに
ついて
→地方税法の改正に伴い、令和６年度の個人住民税の特別税額控除の実施及び固定資産
税の土地に係る急激な税額上昇を抑制する負担調整措置を延長するため、専決処分によ
り改正したものです。

承認

２
「気仙沼市都市計画税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求める
ことについて
→地方税法の改正に伴い、都市計画税の土地に係る急激な税額上昇を抑制する負担調整
措置を延長するため、専決処分により改正したものです。

承認

民生常任委員会

３

「気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求
めることについて
→地方税法施行令の改正に伴い、被保険者間の税負担の公平を図るための後期高齢者支
援金等課税額に係る課税限度額の引き上げ及び低所得世帯に対する負担軽減を図るため
の減額に係る軽減判定所得基準額を拡充するため、専決処分により改正したものです。

承認

議会提出議案
４ 議員定数等調査特別委員会の設置について 原案可決

議案審議議案審議 　５月13日に開かれた臨時会では、市長提出議案３
件と議会提出議案１件について審議しました。

　５月13日の議員全体説明会において、市当局か
ら下水道使用料の段階的値上げを検討していると
の説明がありました。
　人口減少や施設の老朽化で今後経営が厳しさを
増す中、総務省から令和７年度までに経営戦略の
見直しを求められていることから、今回下水道事
業経営戦略改定版を策定するものです。
　収支改善には料金改定が避けられないとの判断
から、激変緩和策として、値上げは３段階に分け
て行うことを想定し、最も有力なケースとして、
令和７年度に13.3%、令和11年度に26.7%、令和
15年度に40%まで引き上げる案を提示しました。

　市は、新年度に市民や業界団体に説明した上で
同年度内に新料金を決めるとしています。
　市の公共下水道と集落排水処理施設の使用料
は、10立方メートルまでの基本料金（1,408円）に
汚水排水量に応じた超過料金を上乗せして徴収し
ています。
　市の下水道事業は、経費を料金収入だけで賄え
ない状況が続いており、公共下水道の経費回収率
は56.3%と、類似自治体の平均値の85.6%を大き
く下回り、赤字分は一般会計からの多額の繰入金
で補てんしています。
　改定により、経費回収率は令和15年度に72.4%ま
で上昇し安定的な運営が可能になるとしています。

気仙沼市下水道事業経営戦略【改定版】（案）について
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